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室嬬糞楼佚連	 技能実習情報 
 

― 購噐室嬬糞楼嶄議墻事契峭 ― 
 
肇定岻朔匆窟伏阻室嬬糞楼伏、冩俐伏壓聞喘軟

嶷字荷恬扮,壓杓併悔概扮,壓秀廏垢仇垢恬扮吉壟
囑欺墻事,封崛音侑棒蘭議並箭。 

葎阻契峭室嬬糞楼嶄議墻事,恆便參斥強芦畠寮
伏隈葎遍議嗤購斥強芦畠寮伏隈綜,梓孚隈綜寡函駅
勣議企仏自葎嶷勣。 

參和頁嗤購斥強芦畠寮伏隈綜号協議光糞楼糞
仏字更哘乎寡函企仏議古勣。萩室嬬糞楼伏挫挫尖盾
匆載嶷勣,咀緩序佩泌和初府。 
 
 
 
 
１ 葎阻契峭裡⑫賜裡墾宗慎議企仏 
(1)契峭喇噐字亠,匂醤,譜姥夛撹議裡⑫ 

勣壓字亠議傴廬已､掛態､錆態､討揮吉侃,
譜崔固孛､律佞吉。 

(2)契峭喇噐卯姆來､軟諮來､哈諮來麗瞳吉凪麿夛
撹議裡⑫ 

購噐嗤厰伐､央莱吉辛伴來賑悶,嗤辛嬬氏
窟伏卯姆賜諮墻議仇圭,葎阻契峭卯姆賜諮墻,
駅倬寡函宥欠,算腎賑吉企仏。 

(3)契峭嗤辛嬬氏弭鯛議仇圭吉膚式議裡⑫ 
哘譜崔荷恬仇中,旺譜崔喧返吉。譜崔喧返

吉嗤苧⑪是佃議秤趨和,勣聞喘芦畠揮。 
(4)契峭喇噐圻可創､賑悶､對賑､頚馨､慧符㌔吉夛

撹議裡墾宗慎 
寡函譜崔委椎乂窟柊坿畜液軟栖議譜姥,

蕉何電賑廾崔吉企仏,駅勣扮聞喘隠擦垢醤,勣
街久序佩朔峰議宗慎砿尖。 

 
 
 
 
２ 糞仏芦畠寮伏縮圄 
(1)壓考喘翌忽繁室嬬糞楼伏扮,駅倬序佩芦畠

寮伏縮圄。縮圄議坪否泌和侭幣。 
・字亠､圻可創､隠⑫廾崔､隠擦垢醤吉議聞喘圭

隈 
・荷恬乏會､蝕兵荷恬扮議殊臥 
・嗤購乎匍暦嗤辛嬬氏纂貧鴫押議圻咀式圓契
・屁尖,屁禽 
・窟伏並絞扮議諸識企仏式吟閲 

(2)斑凪貫並聞喘窮察左俊字序佩署奉左俊､匪僅
吉嗤裡⑫賜宀嗤墾匍暦議秤趨和,駅倬序佩嗤
購乎匍暦議蒙艶縮圄。茅阻聞喘窮察左俊字序
佩署奉左俊吉匍暦參翌,駅倬序佩蒙艶縮圄議
匍暦嗤光嶽光劔,嚥俯謹室嬬糞楼伏嗤購議匍
暦泌和侭幣。 

 

― 技能実習中の災害防止について ― 
 
昨年度以降も技能実習生や研修生が、クレーンを使

って作業している時、フォークリフトを運転している
時、建設工事現場で作業している時などに災害に遭い、
不幸にして死亡にまで至ってしまう事例が発生してい
ます。 
技能実習中の災害を防止するためには労働安全衛生

法をはじめとする労働安全衛生関係法令を守り、それ
に従って必要な措置を講ずることが重要です。 
労働安全衛生関係法令で定められた各実習実施機関

が講ずべき措置の概要は次のとおりとなっています。
技能実習生にもよく認識してもらうことが大切なた
め、以下案内します。 
 
１ 危険又は健康障害防止のための措置 
(1)機械、器具、設備による危険の防止 

機械の回転軸、歯車、プーリー、ベルト等には、
覆い、囲い等を設けることなど。 

(2)爆発性の物、発火性の物、引火性の物、その他に
よる危険の防止 
アセチレン、プロパン等可燃性ガスなどが存在

して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所に
ついては、爆発又は火災を防止するため、通風、
換気等の措置を講じなければならないことなど。

(3)墜落するおそれのある場所などに係る危険の防
止 
作業床を設け、それに手すりなどを設置するこ

と。手すりなどを設置することが著しく困難な場
合は、安全帯を使用すること。 

(4)原材料、ガス、蒸気、粉じん、放射線等による健
康障害の防止 
それらの発散源を密閉する設備、局所排気装置

を設けるなどの措置を講じ、必要に応じて保護具
を使用し、後述の健康管理を徹底すること。 

 
２ 安全衛生教育の実施 
(1)外国人技能実習生を雇い入れた時は、安全衛生の

ための教育を行わなければならない。教育の内容
は以下のとおり。 
・機械、原材料、安全装置、保護具等の取扱い
方法 

・作業手順、作業開始時の点検 
・当該業務に関して発生するおそれのある疾病
の原因及び予防 

・整理、整頓 
・事故時における応急措置及び退避 

(2)アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断など
の危険又は有害な業務に就かせる場合には、当該
業務に関する特別教育を行わなければならない。
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接などの業



2011 年 1 月号 

－6－ 

緩翌,蒙艶縮圄勣喇糞楼糞仏字更坪醤嗤
怎校議岑紛､将刮繁埀減夭序佩糞仏,隼朔恬和
芝村,旺駅倬隠贋3定。 
・冩張墳議厚算賜厚算扮議編塰廬議匍暦 
・杓併軟虚恷寄減塞音諾1欽悔概議匍暦 
・杓併軟虚減塞音諾5欽軟嶷字參式軟虚減塞5
欽參貧睡㌔窮強汽轟虚概議杓併 

・軟虚減塞音諾1欽軟嶷字,卞強塀軟嶷字､繁忖
軟嶷字拘亢歯麗議匍暦 

・膚式蒙協頚馨荷恬議匍暦。 
 
 
 
 
 
 
 
３ 祥匍㍉崙匍暦才俶勣議彿鯉 
(1)購噐杓併軟虚減塞5欽參貧軟嶷字議匍暦吉匯

協議匍暦(祥匍㍉崙匍暦),駅倬喇隔嗤匯協議
彿鯉繁埀序佩荷恬。祥匍㍉崙匍暦嗤俯謹,凪嶄
嚥俯謹室嬬糞楼伏嗤購議匍暦,式嬬校貫並乎
匍暦繁埀泌和侭幣。 

緩翌,室嬬讐楼潤匍駅倬勣壓厮鞠村議縮
膳字更貧仁,旺宥狛潤匍深編。 
・杓併軟虚減塞階狛5欽參貧軟嶷字議匍暦岻
嶄,壓仇中貧杓併,旺拝乎杓併埀杓併才歯麗
匯軟卞強圭塀軟嶷字議匍暦 
→宥狛仇中貧荷恬塀軟嶷字杓併室嬬讐楼議
繁埀 

・聞喘辛伴來賑悶參式剳賑序佩署奉左俊,匪僅
賜紗犯議匍暦 
→宥狛賑悶左俊室嬬讐楼議繁埀 

・杓併恷寄減塞1欽參貧悔概 (茅阻壓祇揃貧佩
併議杓併岻翌)議匍暦 
→悔概杓併室嬬讐楼潤匍議繁埀 

・軟虚減塞階狛1欽參貧軟嶷字､卞強塀軟嶷字､
繁忖軟嶷字拘亢歯麗議匍暦 
→拘亢歯麗室嬬讐楼潤匍議繁埀 

 
 
 
 
４ 宗慎砿尖議企仏 
(1)壓考喘翌忽繁室嬬糞楼伏扮,勣序佩糞仏考喘

扮議宗慎殊臥。 
(2)斤噐翌忽繁室嬬糞楼伏,勣序佩糞仏耽匯定參

坪匯肝議協豚宗慎殊臥。 
(3)斤噐将械貫並嗤墾匍暦議翌忽繁室嬬糞楼伏,

勣壓考喘扮,距算欺乎匍暦扮參式岻朔議鎗倖
埖參坪匯肝(嗤箭翌),序佩糞仏嗤購乎匍暦議
蒙歩宗慎寶僅。 

務のほか特別教育を行わなければならない業務
は種々あるが、多くの技能実習生にかかわると思
われるものは、以下のとおり。 
なお、特別教育は実習実施機関の社内で十分な

知識、経験を有する者が実施すればよいが、その
記録を作成して、3年間保存しておかなければな
らない。 
・研削といしの取替え又は取替え時の試運転の
業務 

・最大荷重1トン未満のフォークリフト運転の業
務 

・つり上げ荷重5トン未満のクレーン及び、つり
上げ荷重5トン以上の跨線テルハの運転の業務

・つり上げ荷重1トン未満のクレーン、移動式ク
レーン、デリックの玉掛けの業務 

・特定粉じん作業に係る業務 
 
３ 就業制限業務と必要な資格 
(1)つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転の業務

など一定の業務（就業制限業務）については一定
の資格を有する者でなければ就業させてはなら
ない。就業制限業務は多数あるが、その内、多く
の技能実習生にかかわると思われるもの及び、当
該業務に就くことができる者は次のとおり。 

なお、技能講習を修了するには、登録教習機
関にて受講し、修了試験に合格することが必要で
ある。 
・つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転の業
務のうち床上で運転し、かつ、当該運転をする
者が荷の移動とともに移動する方式のクレー
ンの運転の業務 
→ 床上操作式クレーン運転技能講習を修了し

た者 
・可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、
溶断又は加熱の業務 
→ ガス溶接技能講習を修了した者 

・最大荷重１トン以上のフォークリフトの運転
(道路上を走行させる運転を除く)の業務 
→ フォークリフト運転技能講習を修了した者

・つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式ク
レーン、デリックの玉掛けの業務 
→ 玉掛け技能講習を修了した者 

 
４ 健康管理の措置 
(1)外国人技能実習生を雇入れる際、雇入れ時の健康

診断を実施すること。 
(2)外国人技能実習生に対して1年以内ごとに１回、

定期に健康診断を実施すること。 
(3)有害な業務に常時従事する外国人技能実習生に

対し、雇入れの際、当該業務への配置換えの際及
びその後、6月以内に１回(例外あり）当該業務に
係る特殊健康診断を実施すること。 

 
 
 




